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新型コロナウイルス感染症対策 
～心寄せ、支え合い、難局を乗り切るために～ 

 
 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、安曇野市では市民の皆様の生活を支援するため、 

次の対策を実施します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安曇野市の 

感染拡大を防ぐ  ～感染症を予防して、元気で過ごしましょう～ 

○   子どもたちを感染から守る  [予算13,652 千円] 
・市内小中学生に洗って繰り返し使えるマスク（２枚１組）を配布 予算 7,480 千円 

  （参考：配布対象人数…概ね小学生 5,000 人・中学生 3,000 人） 

・穂高幼稚園に空気清浄機・非接触型体温計を整備   予算  464 千円 

・小中学校に非接触型体温計、消毒液を整備   予算 2,531 千円 

○   感染症対策を特集した広報を発行 [予算3,124 千円] 

 感染を防ぐための行動や市の支援などをお伝えする広報臨時号を発行 

子育て世帯を支援  ～子育て世帯の生活を下支えします～ 

○(国)子育て世帯への臨時特別給付金の給付  [予算147,654 千円] 
・国の「子育て世帯への臨時特別給付金」として、児童一人につき１万円を給付 

○   子育て世帯支援臨時給付金(仮称)の給付 [予算298,610 千円] 

・上記に加え、「子育て世帯支援臨時給付金」として、市独自で２万円を給付 

○   小中学生の５月分の給食費の保護者負担を全額減免  [予算19,670 千円] 
 

市独自 

市独自 

市民の暮らしを幅広く支援  ～市民一人ひとりへ支援を広げます～ 

○(国)特別定額給付金の給付 [予算9,831,712 千円] 
 ・市民１人あたり 10 万円を給付（給付者数 97,500 人を想定） 

○   水道料の基本料金１期分を減免 [予算123,000 千円] 
・給水契約者への水道料金４～６月のうち 2 カ月分（１期分）の基本料金を全額減免 

 ※豊科・堀金・明科地域…7月請求分（４～5 月分） ／ 穂高・三郷地域…８月請求分（５～6 月分） 

・議案提出は、市議会 6 月定例会を予定 
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市独自 

市独自 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各種支援の担当部署 各支援の詳細については、下記担当部署へお問い合わせください。 

感染拡大を防ぐ 

小中学校へのマスク配布 学校教育課学校教育係  （℡：0263-71-2460） 

穂高幼稚園への感染防止備品整備 子ども支援課保育担当  （℡：0263-71-2256） 

小中学校への感染防止備品整備 学校教育課学校庶務担当 （℡：0263-71-2224） 

感染症対策を特集した広報の発行 秘書広報課秘書広報担当 （℡：0263-71-2400） 

子育て世帯を支援 

子育て世帯支援臨時給付金の給付 子ども支援課児童担当  （℡：0263-71-2255） 

小中学生の給食費を減免 学校教育課教育総務係  （℡：0263-71-2223） 

市民の暮らしを幅広く支援 

特別定額給付金の給付 長寿社会課福祉政策担当 （℡：0263-71-2253） 

水道料金の基本料金を減免 経営管理課庶務担当   （℡：0263-71-2271） 

事業者を支援 

中小企業・事業者の資金繰りを支援 

商工労政課商工労政係  （℡：0263-71-2041） 
県の営業自粛要請に協力した事業者への協力金 

県の営業自粛要請対象外となった事業者への支援金 

ソーシャルビジネスのスタートアップを支援 

小規模建設事業者等へ各種工事を早期発注 
建設課維持担当     （℡：0263-71-2425） 

都市計画課公園緑地係  （℡：0263-71-2249） 

 

事業者を支援 ～市内中小企業・事業者の皆様へ緊急経済支援を行います～ 

○   中小企業・事業者の資金繰りを支援     [予算300,070 千円] 
・中小企業等への制度資金の融資枠を拡大（預託金２億円、保証料補給金１億円を追加） 

○(県)県の休業要請等に応じた事業者へ協力金等を支給  [予算76,000 千円] 

※該当業者数：380 社（要請対象事業者 504 社のうち県協力金等の対象となる
．．．．．

事業者数） 

・１事業者あたり、県 20 万円＋市 10 万円の計 30 万円を支給（県下共通） 

・５月７日以降も引続き感染拡大防止のための対応を講じた場合、    で＋10万円を支給 

○   県の休業要請等の対象外となった食事提供施設等へ支援金を支給 [予算24,800千円] 
※該当業者数：124 社（食事提供施設で県協力金等の対象とならない

．．．．．．．
事業者数） 

・夜営業を行っていないなどにより、県の要請対象外となった事業者へ、市独自で 10万円を支給 

・５月７日以降も引続き感染拡大防止のための対応を講じた場合、市独自で＋10万円を支給 

○   ソーシャルビジネスのスタートアップを支援      [予算3,885 千円] 
テイクアウトサービスや家事代行サービスを始めるなどの事業転換を図った事業者を支援 

・テイクアウト等実施店舗応援のぼり旗・チラシの作成、配布     予算 885 千円 

・テイクアウト等新規事業参入補助（１事業者あたり10万円を補助）  予算 3,000 千円 

○   小規模建設事業者へ各種工事を早期発注          [予算20,000 千円] 

・市内小規模建設業者(土木工事Dクラス以下)及び小規模事業者へ、130万円未満の土木工事を発注 

道路・河川維持、修繕工事 予算 15,400 千円 ／ 公園等維持、修繕工事 予算 4,600 千円 
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